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中
国
研
究
集
刊 

闕
号
（
総
五
十
八
号
）
平
成
二
十
六
年
六
月　

七
〇
︱
八
三
頁

『
香
港
中
文
大
学
文
物
館
蔵
簡
牘
』

　
　
干
支
表
篇（『
文
帝
十
二
年
質
日
』）の
復
元

末
永
高
康

　
『
香
港
中
文
大
学
文
物
館
蔵
簡
牘
』（
香
港
中
文
大
学
文
物
館
、

二
〇
〇
一
年
、
以
下
『
中
文
大
簡
』
と
略
記
）
所
収
の
漢
代
簡
牘

『
日
書
』
に
は
「
干
支
表
篇
」
と
名
付
け
ら
れ
た
二
十
五
枚
の
簡
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
篇
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
劉
楽
賢
氏
が

日
書
で
は
な
く
暦
譜
の
類
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
（
注
1
）
、

近
年
、
于
洪
濤
氏
は
、
こ
れ
が
岳
麓
書
院
秦
簡
と
同
様
の
『
質

日
』
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
（
注
2
）
。
た
だ
、
于
氏
が

「
由
於
這
二
十
五
枚
簡
都
有
不
同
程
度
的
残
損
、
属
於
何
年
暦
譜

已
無
従
可
知
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
そ
の
復
元
も
な
さ

れ
て
い
な
い
し
、
ど
の
年
の
暦
譜
で
あ
る
の
か
も
特
定
さ
れ
て
い

な
い
。
確
か
に
「
干
支
表
篇
」
は
保
存
状
態
の
悪
い
断
簡
ば
か
り

で
は
あ
る
が
、
さ
い
わ
い
そ
の
全
体
像
を
復
元
す
る
の
に
十
分
な

だ
け
の
情
報
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
秦
漢
期
の
暦
に
関
す
る

近
年
の
新
出
土
資
料
は
、
こ
の
「
干
支
表
篇
」
の
属
す
る
年
を
特

定
す
る
の
に
十
分
な
だ
け
の
情
報
を
与
え
て
い
る
。
以
下
、「
干

支
表
篇
」
を
復
元
し
て
、
こ
の
復
元
さ
れ
た
暦
譜
が
提
起
す
る
若

干
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

　

さ
て
、「
干
支
表
篇
」
は
、
整
理
者
が
補
っ
た
干
支
も
含
め
て

数
え
れ
ば
、
六
つ
の
干
支
が
書
か
れ
た
簡
が
十
一
枚
、
以
下
、

五
、
四
、
三
、
二
、
一
個
の
干
支
が
書
か
れ
た
簡
が
、
そ
れ
ぞ
れ

六
、
四
、
二
、
零
、
二
枚
で
あ
り
、
六
つ
よ
り
多
く
の
干
支
が
書

か
れ
た
簡
は
存
在
し
な
い
（
注
3
）
。
こ
こ
か
ら
こ
の
暦
譜
が
岳
麓
書

院
秦
簡
『
質
日
』
や
周
家
台
秦
簡
『
秦
始
皇
三
十
四
年
暦
譜
』
と

同
じ
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
注
4
）
。
す
な
わ
ち
、

（ 70 ）



一
簡
を
六
欄
に
区
切
り
、（
十
月
歳
首
の
場
合
）
最
上
段
に
十
月
、

十
一
月
の
二
か
月
分
、
次
の
段
に
十
二
月
、
正
月
の
二
か
月
分
と

い
う
よ
う
に
各
欄
に
二
か
月
分
の
日
付
の
干
支
を
書
き
入
れ
た
タ

イ
プ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
秦
漢
期
に
用
い
ら
れ
て
い

た
暦
で
は
、
基
本
的
に
三
十
日
の
大
の
月
と
二
十
九
日
の
小
の
月

が
交
互
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
形
で
暦
が
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

二
か
月
は
基
本
的
に
五
十
九
日
。
他
方
、
干
支
は
六
十
あ
る
か

ら
、
こ
の
形
の
暦
の
場
合
、
上
の
欄
か
ら
下
の
欄
に
移
る
時
に
、

干
支
が
ひ
と
つ
手
前
の
も
の
が
入
る
こ
と
に
な
る
。「
干
支
表
篇
」

の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
簡
九
五
の
干
支
が
上
か
ら
「
甲
子　

癸
亥　

壬
戌　

辛
酉　

庚
申
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く

示
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
秦
漢
期
の
暦
（
に
限
ら
ず
陰
暦
）
で
は
十
三
も
し
く
は

十
五
か
月
お
き
に
大
の
月
が
連
続
す
る
か
ら
、
年
に
よ
っ
て
は
二

か
月
で
六
十
日
に
な
る
欄
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場

合
は
こ
の
欄
と
そ
の
下
の
欄
で
は
同
じ
干
支
が
入
る
こ
と
に
な

る
。
簡
九
十
六
の
「
己
未　

己
未　

戊
午　

丁
巳　

丙
辰
」
に
お

い
て
、「
己
未　

己
未
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
に
よ
る
。

あ
い
に
く
簡
九
十
六
は
断
簡
で
五
つ
の
干
支
し
か
書
か
れ
て
い
な

い
か
ら
、
ど
の
欄
で
大
の
月
が
連
続
し
て
い
る
か
確
定
で
き
な
い

が
、
簡
一
一
六
、
一
一
九
に
は
六
つ
の
干
支
が
残
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
最
上
欄
と
次
の
欄
に
同
じ
干
支
が
並
ん
で
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
最
上
欄
の
二
か
月
で
大
の
月
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

そ
れ
以
外
の
欄
は
、
一
方
が
大
の
月
、
他
方
が
小
の
月
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
場
合
、
最
上
段
に
だ
け
干
支
が
書
か
れ
、
以
下
の
欄

に
は
干
支
が
書
か
れ
て
い
な
い
簡
が
一
つ
だ
け
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
。
さ
い
わ
い
「
干
支
表
篇
」
で
は
こ
の
簡
が
残
さ
れ
て
い

る
。
簡
一
一
五
で
あ
る
。
断
簡
で
は
あ
る
が
、
そ
の
残
さ
れ
た
長

さ
か
ら
考
え
れ
ば
三
つ
か
四
つ
の
干
支
が
書
か
れ
て
し
か
る
べ
き

簡
で
あ
る
。
そ
の
上
部
に
ひ
と
つ
だ
け
「
乙
亥
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
連
続
す
る
大
月
の
い
ず
れ
か
の
晦
日
の
干
支
が

「
乙
亥
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

も
し
、
こ
の
簡
が
こ
の
暦
の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
こ
の
簡
以
外
の
す
べ
て
の
簡
で
最
上
欄
と
第
二
欄
に
同
じ
干

支
が
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
簡
一
〇
二
の
「
辛
丑　

庚
子　

己
亥　

戊
戌　

丁
酉　

丙

申
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
す
べ
て
の
欄
に
干
支
が
書
き
込
ま
れ
た

簡
で
最
上
欄
と
第
二
欄
の
干
支
が
異
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、「
乙
亥
」
と
書
か
れ
た
簡
一
一
五
は
右
側
に

書
か
れ
た
月
の
末
尾
の
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
だ
け
の

情
報
が
あ
れ
ば
、
こ
の
暦
譜
を
復
元
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
以

下
が
そ
の
復
元
で
あ
る
。

（ 71 ）



（
01
）
丙
午　

丙
午　

乙
巳　

甲
辰　

癸
卯　

壬
寅

（
02
）
丁
未　

丁
未　

丙
午　

乙
巳　

甲
辰　

癸
卯　

98

（
03
）
戊
申　

戊
申　

丁
未　

丙
午　

乙
巳　

甲
辰

（
04
）
己
酉　

己
酉　

戊
申　

丁
未　

丙
午　

乙
巳

（
05
）
庚
戌　

庚
戌　

己
酉　

戊
申　

丁
未　

丙
午

（
06
）
辛
亥　

辛
亥　

庚
戌　

己
酉　

戊
申　

丁
未

（
07
）
壬
子　

壬
子　

辛
亥　

庚
戌　

己
酉　

戊
申　
（
97
）

（
08
）
癸
丑　

癸
丑　

壬
子　

辛
亥　

庚
戌　

己
酉　
（
97
）

（
09
）
甲
寅　

甲
寅　

癸
丑　

壬
子　

辛
亥　

庚
戌　
（
97
）

（
10
）
乙
卯　

乙
卯　

甲
寅　

癸
丑　

壬
子　

辛
亥　
（
97
）

（
11
）
丙
辰　

丙
辰　

乙
卯　

甲
寅　

癸
丑　

壬
子　
（
97
）

（
12
）
丁
巳　

丁
巳　

丙
辰　

乙
卯　

甲
寅　

癸
丑

（
13
）
戊
午　

戊
午　

丁
巳　

丙
辰　

乙
卯　

甲
寅

（
14
）
己
未　

己
未　

戊
午　

丁
巳　

丙
辰　

乙
卯　

96

（
15
）
庚
申　

庚
申　

己
未　

戊
午　

丁
巳　

丙
辰

（
16
）
辛
酉　

辛
酉　

庚
申　

己
未　

戊
午　

丁
巳

（
17
）
壬
戌　

壬
戌　

辛
酉　

庚
申　

己
未　

戊
午

（
18
）
癸
亥　

癸
亥　

壬
戌　

辛
酉　

庚
申　

己
未

（
19
）
甲
子　

甲
子　

癸
亥　

壬
戌　

辛
酉　

庚
申　

95

（
20
）
乙
丑　

乙
丑　

甲
子　

癸
亥　

壬
戌　

辛
酉

（
21
）
丙
寅　

丙
寅　

乙
丑　

甲
子　

癸
亥　

壬
戌　

19

　
　
　
　
「
壬
戌
」
下
有
「
休
」
字

（
22
）
丁
卯　

丁
卯　

丙
寅　

乙
丑　

甲
子　

癸
亥

（
23
）
戊
辰　

戊
辰　

丁
卯　

丙
寅　

乙
丑　

甲
子

（
24
）
己
巳　

己
巳　

戊
辰　

丁
卯　

丙
寅　

乙
丑

（
25
）
庚
午　

庚
午　

己
巳　

戊
辰　

丁
卯　

丙
寅

（
26
）
辛
未　

辛
未　

庚
午　

己
巳　

戊
辰　

丁
卯　
（
18
）

（
27
）
壬
申　

壬
申　

辛
未　

庚
午　

己
巳　

戊
辰　
（
18
）

（
28
）
癸
酉　

癸
酉　

壬
申　

辛
未　

庚
午　

己
巳　

16

（
29
）
甲
戌　

甲
戌　

癸
酉　

壬
申　

辛
未　

庚
午　
（
17
）

（
30
）
乙
亥　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15

（
01
）
丙
子　

乙
亥　

甲
戌　

癸
酉　

壬
申　

辛
未　
（
17
）

（
02
）
丁
丑　

丙
子　

乙
亥　

甲
戌　

癸
酉　

壬
申　

14

　
　
　
　

原
缺
「
亥
」
字

（
03
）
戊
寅　

丁
丑　

丙
子　

乙
亥　

甲
戌　

癸
酉　

13

（
04
）
己
卯　

戊
寅　

丁
丑　

丙
子　

乙
亥　

甲
戌

（
05
）
庚
辰　

己
卯　

戊
寅　

丁
丑　

丙
子　

乙
亥　

12

　
　
　
　

原
缺
「
戊
寅
」
字

（
06
）
辛
巳　

庚
辰　

己
卯　

戊
寅　

丁
丑　

丙
子

（
07
）
壬
午　

辛
巳　

庚
辰　

己
卯　

戊
寅　

丁
丑　

10

　
　
　
　

背
面
有
「
丙
□　

丁
□
」
字

（
08
）
癸
未　

壬
午　

辛
巳　

庚
辰　

己
卯　

戊
寅　
（
11
）

　
　
　
　

原
缺
「
壬
」
字

（ 72 ）



（
09
）
甲
申　

癸
未　

壬
午　

辛
巳　

庚
辰　

己
卯　
（
11
）

（
10
）
乙
酉　

甲
申　

癸
未　

壬
午　

辛
巳　

庚
辰　
（
11
）

（
11
）
丙
戌　

乙
酉　

甲
申　

癸
未　

壬
午　

辛
巳　

09

（
12
）
丁
亥　

丙
戌　

乙
酉　

甲
申　

癸
未　

壬
午　

08

（
13
）
戊
子　

丁
亥　

丙
戌　

乙
酉　

甲
申　

癸
未　

07

（
14
）
己
丑　

戊
子　

丁
亥　

丙
戌　

乙
酉　

甲
申

（
15
）
庚
寅　

己
丑　

戊
子　

丁
亥　

丙
戌　

乙
酉　
（
06
）

（
16
）
辛
卯　

庚
寅　

己
丑　

戊
子　

丁
亥　

丙
戌　
（
06
）

（
17
）
壬
辰　

辛
卯　

庚
寅　

己
丑　

戊
子　

丁
亥

（
18
）
癸
巳　

壬
辰　

辛
卯　

庚
寅　

己
丑　

戊
子

（
19
）
甲
午　

癸
巳　

壬
辰　

辛
卯　

庚
寅　

己
丑　
（
05
）

（
20
）
乙
未　

甲
午　

癸
巳　

壬
辰　

辛
卯　

庚
寅　
（
05
）

（
21
）
丙
申　

乙
未　

甲
午　

癸
巳　

壬
辰　

辛
卯　
（
05
）

（
22
）
丁
酉　

丙
申　

乙
未　

甲
午　

癸
巳　

壬
辰　

04

　
　
　
　

原
缺
「
甲
午
」
字

（
23
）
戊
戌　

丁
酉　

丙
申　

乙
未　

甲
午　

癸
巳　

03

（
24
）
己
亥　

戊
戌　

丁
酉　

丙
申　

乙
未　

甲
午

（
25
）
庚
子　

己
亥　

戊
戌　

丁
酉　

丙
申　

乙
未

（
26
）
辛
丑　

庚
子　

己
亥　

戊
戌　

丁
酉　

丙
申　

02

（
27
）
壬
寅　

辛
丑　

庚
子　

己
亥　

戊
戌　

丁
酉　

01

　
　
　
　
「
丁
酉
」
下
有
四
字
、
字
跡
模
糊

（
28
）
癸
卯　

壬
寅　

辛
丑　

庚
子　

己
亥　

戊
戌　
（
00
）

（
29
）
甲
辰　

癸
卯　

壬
寅　

辛
丑　

庚
子　

己
亥　

99

（
30
）
乙
巳　

甲
辰　

癸
卯　

壬
寅　

辛
丑　

庚
子　
（
00
）

上
部
の
数
字
は
補
っ
た
日
付
で
あ
り
、
四
角
で
囲
っ
た
も
の
は
位

置
が
確
定
で
き
る
簡
で
、
簡
番
号
（
百
の
位
は
省
略
）
は
下
部
に

記
し
て
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
も
の
は
、
簡
の
位
置
に
複
数
の
可

能
性
の
あ
る
も
の
で
（
注
5
）
、
簡
番
号
は
括
弧
を
付
し
て
下
部
に
記

し
て
あ
る
（
よ
っ
て
同
じ
簡
番
号
が
複
数
あ
る
）。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
干
支
表
篇
」
を
復
元
す
る
と
、
こ
こ
に

含
ま
れ
る
べ
き
簡
が
、『
中
文
大
簡
』
の
『
日
書
』
に
は
少
な
く

と
も
も
う
一
枚
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
次
に
示
す
簡
七

六
で
あ
る
。

【
日
】
五
夜
十
一　

●
正
月
大
、
日
七
夜
九　

●
三
月
大
、

日
九
夜
七　

●
五
月
大
、
日
十
一
夜
五　

●
七
月
大
、
日
九

夜
七　

●
九
月
【
大
】、
日
七
夜
九

各
月
の
日
夜
の
長
さ
の
比
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
異
で
あ
り
、

睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
に
こ
れ
に
類
似
し
た
「
日
夕
表
」
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
整
理
者
は
「
日
夜
表
篇
」
と
題
し
て
『
日
書
』
に
含

め
て
い
る
が
、
こ
の
日
夜
の
長
さ
の
記
載
を
取
り
去
っ
て
し
ま
え
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ば
、
岳
麓
書
院
秦
簡
『
質
日
』
で
各
月
の
大
小
を
記
し
た
簡
と
同

じ
よ
う
な
形
に
な
る
（
注
6
）
。
し
か
も
そ
の
月
の
大
小
は
上
に
復
元

し
た
も
の
の
後
半
部
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
睡
虎
地
秦
簡
の

「
日
夕
表
」
の
よ
う
に
各
月
の
日
夜
の
長
さ
の
比
を
示
す
だ
け
で

あ
れ
ば
、
月
の
大
小
を
示
す
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
上
の
暦
譜
の
一
部
で
あ
る
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
（
注
7
）
。

　

ま
た
、
こ
の
簡
が
「
干
支
表
篇
」
に
属
す
る
こ
と
は
、
そ
の
簡

長
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
。『
中
文
大
簡
』
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、

そ
の
図
版
は
原
寸
大
で
あ
っ
て
、「
干
支
表
篇
」
に
お
い
て
は
、

最
も
長
い
簡
一
一
三
が
お
そ
ら
く
整
簡
で
、
全
長
約
二
十
四
・
八

㎝
。
干
支
を
記
し
た
各
欄
の
長
さ
は
約
三
・
五
㎝
で
天
頭
が
約

一
・
〇
㎝
取
ら
れ
て
い
る
。「
日
夜
表
篇
」
簡
七
六
の
下
端
は
お

そ
ら
く
完
整
で
、
現
存
の
長
さ
は
約
二
十
二
・
五
㎝
。
各
欄
の
長

さ
は
約
三
・
五
～
四
・
〇
㎝
で
「
干
支
表
篇
」
の
簡
と
ほ
ぼ
等
し

い
。
こ
の
簡
七
六
の
最
上
欄
の
長
さ
が
三
・
五
㎝
で
、
そ
の
上
に

さ
ら
に
天
頭
が
一
・
〇
㎝
あ
っ
た
と
す
る
と
全
長
が
約
二
十
四
・

五
㎝
と
な
っ
て
、
簡
一
一
三
と
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
。
こ
の
簡
長
か

ら
考
え
て
も
、
こ
れ
が
「
干
支
表
篇
」
に
属
す
べ
き
一
枚
で
あ
る

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、『
中
文
大
簡
』
の
『
日
書
』

で
最
も
長
い
簡
は
約
二
十
八
㎝
あ
っ
て
（
簡
三
七
、
八
八
、
八

九
）、
他
の
断
簡
が
も
と
も
と
こ
れ
と
同
じ
長
さ
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
日
夜
表
篇
」
の
こ
の
簡
が
こ
れ
ら
の

長
い
簡
と
一
つ
の
冊
書
を
成
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
簡
七
六
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
奇
数
月
で
あ
る
か

ら
、
欠
け
て
い
る
最
上
欄
の
部
分
に
は
「
●
十
一
月
大
」
が
補
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。『
中
文
大
簡
』
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、

前
半
部
分
の
冒
頭
部
に
も
同
様
の
簡
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
次
の
簡
を
補
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

●
十
月
大
、
日
六
夜
十　

●
十
二
月
小
、
日
六
夜
十　

●
二

月
小
、
日
八
夜
八　

●
四
月
小
、
日
十
夜
六　

●
六
月
小
、

日
十
夜
六　

●
八
月
小
、
日
八
夜
八

以
上
か
ら
、
こ
の
暦
譜
が
十
月
を
歳
首
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
太
初
の
改
暦
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
あ
と
は
上
に
復
元
さ
れ
た
月
の
大
小
と
朔
日
の
干
支
が
一
致

す
る
歳
を
太
初
以
前
か
ら
探
し
出
せ
ば
よ
い
。

　

秦
暦
と
漢
初
の
暦
の
復
元
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
、
そ
の
詳
細
を
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
現

在
の
資
料
状
況
は
こ
の
時
期
の
暦
を
完
全
に
復
元
す
る
も
の
で
は

な
い
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
特
定
の
月

︱
景
帝
後
元
二
年
（
前

一
四
二
）
の
孔
家
坡
漢
簡
『
暦
日
』
以
前
と
武
帝
元
光
元
年
（
前

一
三
四
）
の
銀
雀
山
漢
簡
『
視
日
』
以
後
に
つ
い
て
は
八
十
一
か
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月
に
一
度
の
月
、
そ
れ
以
外
は
十
五
か
十
三
か
月
に
一
度
の
月
の

大
小
と
朔
日
の
干
支
が
不
確
定
で
あ
る
他
は
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
て
い

る
（
注
8
）
。
こ
の
不
確
定
さ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
上
で
復
元
さ
れ

た
よ
う
に
、
十
月
が
丙
午
朔
、
十
一
月
が
丙
子
朔
で
こ
の
二
か
月

が
連
大
月
と
な
る
歳
は
文
帝
十
二
年
（
前
一
六
八
）
以
外
に
な

い
。
ま
た
、
上
の
暦
譜
の
二
月
乙
巳
朔
が
、
馬
王
堆
三
号
漢
墓
紀

年
木
牘
の
「（
文
帝
）
十
二
年
二
月
乙
巳
朔
」（
注
9
）
と
一
致
し
て

い
る
こ
と
も
、
こ
れ
が
文
帝
十
二
年
の
暦
譜
で
あ
る
こ
と
の
傍
証

と
な
ろ
う
。
こ
れ
で
こ
の
暦
譜
の
属
す
る
歳
が
確
定
し
た
こ
と
に

な
る
。

　
『
中
文
大
簡
』
の
『
日
書
』
に
は
「
陥
日
篇
」
簡
一
七
に
「
孝

恵
三
年
」（
前
一
九
二
）
の
紀
年
が
あ
り
、
そ
の
注
で
は
、「
其
所

書
年
代
的
上
限
不
会
超
過
『
孝
恵
三
年
』、
而
其
下
限
也
不
会
晩

於
文
帝
初
年
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
文
帝
初
年
よ
り
は
若
干
時
代

が
降
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
文
帝
十
二
年
の
暦
譜
が
含
ま
れ

て
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、『
中
文
大
簡
』
の
『
日
書
』「
日
夜
表
篇
」
に
は
「
元
年

□
」
と
記
さ
れ
た
簡
七
七
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
何
ら
か
の

暦
譜
の
一
部
か
と
思
わ
れ
る
が
、
太
初
改
暦
以
前
の
い
ず
れ
か
の

元
年
で
、
上
に
復
元
し
た
暦
譜
と
日
の
干
支
が
一
致
す
る
も
の
は

な
い
か
ら
、
上
に
復
元
し
た
も
の
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
あ
る

い
は
、「
干
支
表
篇
」
の
一
部
は
、
こ
の
或
る
元
年
の
暦
譜
の
一

部
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、「
干
支
表
篇
」
の
二
十
五
枚
の
干

支
に
重
複
は
な
い
か
ら
（
注
10
）
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
文
帝
十
二
年
の

暦
譜
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
上
の
よ
う
に
、『
中
文
大
簡
』
の
暦
譜
を
復
元
し
た
時
、

同
時
期
の
他
の
暦
譜
と
比
し
て
特
異
な
の
は
、
各
月
の
日
夜
比
が

記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
各
月
の
日
夜
比
が

記
さ
れ
た
暦
譜
は
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
な
い
（
注
11
）
。
た
だ
、

こ
れ
と
は
形
式
を
異
に
す
る
も
の
の
、
日
夜
比
に
相
当
す
る
情
報

が
記
さ
れ
て
い
る
暦
譜
は
他
に
も
存
在
す
る
。
日
照
海
曲
簡
『
漢

武
帝
後
元
二
年
視
日
』
で
あ
る
。
劉
紹
剛
・
鄭
同
修
両
氏
の
復
元

に
よ
れ
ば
（
注
12
）
、
こ
の
暦
譜
に
は
次
の
よ
う
な
形
で
、
刑
徳
七
舎

説
の
う
ち
の
「
徳
」
の
「
舎
」
が
記
さ
れ
て
い
る
（
括
弧
内
の
日

付
と
節
気
に
関
す
る
情
報
は
も
と
の
簡
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
末
尾
の
括
弧
内
の
数
字
は
簡
番
号
で
あ
る
）。

（
一　

月　

十
一
日
）
甲
午
（
雨
水
（
注
13
）
）
居
庭
卅
日

（
二　

月　

十
一
日
）
甲
子
春
分
居
門
卅
日
（
29
）

（
三　

月　

十
二
日
）
甲
午（
穀
雨
前
一
日
）居
巷
卅
一
日
（
06
）

（
四　

月　

十
三
日
）
乙
丑
（
小
滿
）
居
術
卅
日

（
五　

月　

十
四
日
）
乙
未
夏
日
至
居
郭
門
一
日
（
21
）

（
五　

月　

十
五
日
）
丙
申
居
野
卅
日
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（
六　

月　

十
五
日
）
丙
寅
（
大
暑
）
居
術
卅
一
日
（
25
）

（
七　

月　

十
六
日
）
丙
申
（
処
暑
）
居
巷
卅
日

（
八　

月　

十
七
日
）
丁
卯
秋
分
居
門
卅
日

（
九　

月　

十
八
日
）
丁
酉
（
霜
降
）
居
庭
卅
一
日
（
16
）

（
十　

月　

十
八
日
）
丁
卯
（
小
雪
前
一
日
）
居
堂
卅
日
（
32
）

（
十
一
月　

二
十
日
）
戊
戌
冬
日
至
居
戸
一
日
（
35
）

（
十
一
月
二
十
一
日
）
己
亥
居
室
卅
日
（
28
）

（
十
二
月
二
十
一
日
）
己
巳
（
大
寒
後
一
日
）
居
堂
卅
日

刑
徳
七
舎
説
は
『
淮
南
子
』
天
文
篇
に
見
え
、
そ
こ
で
は
二
十
四

節
気
の
各
中
気
の
前
後
十
五
日
（
計
三
十
日
）
を
単
位
に
し
て
、

「
刑
」
と
「
徳
」
が
室
、
堂
、
庭
、
門
、
巷
、
術
、
野
の
七
舎
を

次
の
よ
う
な
形
で
め
ぐ
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
注
14
）
。

　

月　

 

（
中
気
）　

徳　

刑　
　
　

日
夜
比

一　

月
（
雨
水
）　

庭　

巷　
　

日
七　

夜
九

二　

月
（
春
分
）　

門　

門　
　

日
八　

夜
八

三　

月
（
穀
雨
）　

巷　

庭　
　

日
九　

夜
七

四　

月
（
小
滿
）　

術　

堂　
　

日
十　

夜
六

五　

月
（
夏
至
）　

野　

室　
　

日
十
一
夜
五

六　

月
（
大
暑
）　

術　

堂　
　

日
十　

夜
六

七　

月
（
処
暑
）　

巷　

庭　
　

日
九　

夜
七

八　

月
（
秋
分
）　

門　

門　
　

日
八　

夜
八

九　

月
（
霜
降
）　

庭　

巷　
　

日
七　

夜
九

十　

月
（
小
雪
）　

堂　

術　
　

日
六　

夜
十

十
一
月
（
冬
至
）　

室　

野　
　

日
五　

夜
十
一

十
二
月
（
大
寒
）　

堂　

術　
　

日
六　

夜
十

末
尾
に
付
し
た
日
夜
比
と
の
対
照
か
ら
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
そ
の
天
文
学
的
な
含
意
の
一
つ
は
、
一
年
に
お
け
る
日
夜
比

の
変
化
の
概
略
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
（
注
15
）
。
日
照
海
曲
簡

『
視
日
』
で
は
各
月
の
中
気
を
境
に
し
て
「
徳
」
が
舎
を
移
し
て

い
る
の
と
、
夏
至
、
冬
至
に
お
い
て
七
舎
と
は
異
な
る
「
郭
門
」

「
戸
」
に
「
徳
」
が
止
ま
っ
て
い
る
点
で
、『
淮
南
子
』
の
そ
れ
と

は
異
な
る
が
、
こ
れ
が
日
夜
比
の
変
化
の
概
略
を
示
す
機
能
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

た
だ
、
漢
初
に
お
い
て
刑
徳
七
舎
説
は
単
に
日
夜
比
の
変
化
を

示
す
だ
け
の
も
の
で
な
か
っ
た
。
景
帝
期
の
も
の
と
さ
れ
る
孔
家

坡
漢
簡
『
日
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
（
注
16
）
。

…
□
□
及
至
徳
所
在
乃
可
治
也
。　
（
90
）

正　

月
、
刑
在
堂
、
徳
在
庭
。　
（
91
壹
）

二　

月
、
刑
在
庭
、
徳
在
門
。　
（
92
壹
）

三　

月
、
刑
在
門
、
徳
在
巷
。　
（
93
壹
）
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四　

月
、
刑
在
巷
、
徳
在
術
。　
（
94
壹
）

五　

月
、
刑
在
術
、
徳
在
野
。　
（
95
壹
）

六　

月
、 　

刑
徳
並
在
術
。 　

 

（
96
壹
）

七　

月
、
刑
在
術
、
徳
在
野
。　
（
91
貳
）

八　

月
、
刑
在
巷
、
徳
在
術
。　
（
92
貳
）

九　

月
、
刑
在
門
、
徳
在
巷
。　
（
93
貳
）

十　

月
、
刑
在
庭
、
徳
在
門
。　
（
94
貳
）

十
一
月
、
刑
在
堂
、
徳
在
庭
。　
（
95
貳
）

十
二
月
、 　

刑
徳
並
在
堂
。 　

 

（
96
貳
）

七
舎
か
ら
「
室
」
が
落
と
さ
れ
て
六
舎
に
な
っ
て
い
る
点
と
、

「
刑
」「
徳
」
の
動
き
が
日
夜
比
と
連
動
し
て
い
な
い
点
で
、『
淮

南
子
』
に
示
さ
れ
た
刑
徳
七
舎
説
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
書
き
誤
り
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
日
夜
比
を
示
す
と
い
う
天

文
学
的
な
含
意
が
す
で
に
捨
象
さ
れ
て
、
択
日
術
の
一
つ
に
変
形

さ
れ
た
刑
徳
七
舎
説
の
バ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
の
刑
徳
七
舎
説
に
つ
い
て

も
、
こ
れ
を
整
理
し
た
劉
・
鄭
両
氏
は
、
択
日
術
と
結
び
付
い
た

も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

と
な
る
と
、
問
題
と
な
る
の
は
、『
中
文
大
簡
』
の
暦
譜
に
示

さ
れ
た
日
夜
比
が
、
単
に
日
夜
の
時
間
比
を
知
る
た
め
に
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
日
夜
比
が
刑
徳
七

舎
説
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
夜
比
を
記
す
こ
と
は
間

接
的
に
刑
徳
七
舎
説
を
記
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
択
日
術
と
結

び
付
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、『
中
文
大
簡
』
の
暦
譜
に
示
さ
れ

た
日
夜
比
も
ま
た
、
単
に
昼
夜
の
物
理
的
な
時
間
比
を
知
る
た
め

に
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
占
法
の
た
め
に
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
た
だ
、
そ
の
可
能
性

は
低
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、『
日
書
』
に
記
さ
れ
た

「
日
夕
表
」
は
、
基
本
的
に
択
日
術
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　

出
土
し
た
『
日
書
』
で
は
、
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
甲
種
に
二

か
所
（
64
正
貳
～
67
正
肆
／
60
背
参
～
68
背
参
、
60
～
62
背
肆
）、

同
乙
種
に
一
か
所
（
18
貳
～
29
貳
）（
注
17
）
、
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書
』

乙
種
に
二
か
所
（
56
貳
～
64
貳
、
56
参
～
58
参
／
78
貳
～
86

貳
）（
注
18
）
、「
日
夕
表
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
の
三
つ
は

「
正
月
日
七
夕
九
」
を
頭
に
し
て
「
十
二
月
日
六
夕
十
」
ま
で
の

日
夜
比
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
が
独
立
し
て
記
さ
れ
て
い

て
、
そ
れ
を
用
い
た
占
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
残
る
二
つ
の
内

の
一
つ
は
、
睡
虎
地
『
日
書
』
甲
種
の
「
歳
」
と
名
付
け
ら
れ
た

部
分
に
見
え
る
も
の
で
、「
刑
夷
、
八
月
、
献
馬
、
歳
在
東
方
、

以
北
大
祥
、
東
旦
亡
、
南
遇
殃
、
西
数
反
其
郷
。
…
（
64
正
壹
～

67
正
壹
）」
と
楚
の
十
二
月
名
で
記
さ
れ
た
占
法
が
示
さ
れ
た
部

分
の
下
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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十
月
楚
冬
夕
、
日
六
夕
十
（
原
訛
「
七
」）。　
（
64
正
貳
）

十
一
月
楚
屈
夕
、
日
五
夕
十
一
。　
　
　
　
　
（
65
正
貳
）

十
二
月
楚
援
夕
、
日
六
夕
十
。　
　
　
　
　
　
（
66
正
貳
）

正
月
楚
刑
夷
、
日
七
夕
九
。　
　
　
　
　
　
　
（
67
正
貳
）

二
月
楚
夏
床尿
、
日
八
夕
八
。　
　
　
　
　
　
　
（
64
正
参
）

三
月
楚
紡
月
、
日
九
夕
七
。　
　
　
　
　
　
　
（
65
正
参
）

四
月
楚
七
月
、
日
十
夕
六
。　
　
　
　
　
　
　
（
66
正
参
）

五
月
楚
八
月
、
日
十
一
夕
五
。　
　
　
　
　
　
（
67
正
参
）

六
月
楚
九
月
、
日
十
夕
六
。　
　
　
　
　
　
　
（
64
正
肆
）

七
月
楚
十
月
、
日
九
夕
七
。　
　
　
　
　
　
　
（
65
正
肆
）

八
月
楚
爨
月
、
日
八
夕
八
。　
　
　
　
　
　
　
（
66
正
肆
）

九
月
楚
献
馬
、
日
七
夕
九
。　
　
　
　
　
　
　
（
67
正
肆
）

秦
の
月
名
と
楚
の
月
名
と
の
対
応
を
示
す
部
分
で
あ
り
、
こ
こ
に

日
夜
比
が
合
わ
せ
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
双
方
が
同
じ
月
を
指
し

示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

対
照
表
に
よ
り
、
秦
の
月
名
に
よ
っ
て
月
を
数
え
る
者
も
、
上
の

占
法
が
使
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ

た
日
夜
比
そ
れ
自
体
が
上
の
占
法
と
結
び
付
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
残
る
一
つ
は
、
放
馬
灘
『
日
書
』
乙
種
に
記
さ
れ
た
次
の

も
の
で
あ
る
。

■
正
月
壬
臽
、　

日
七
夜
九
︱　
　
（
78
貳
）

・
二
月
癸
臽
、　

日
八
夜
八
︱　
　
（
79
貳
）

・
三
月
戊
臽
、　

日
九
夜
七　
　
　
（
80
貳
）

　
　

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
81
貳
（
注
19
）
）

・
五
月
己
臽
、　

日
十
一
夜
五
︱　
（
82
貳
）　

　
　
　

…
月
、　

日
十
夜
六
︱　
　
（
65
（
注
20
）
）

・
七
月
丙
…　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
362
貳
）　

・
九
月
己
臽
、　

日
七
夜
九
︱　
　
（
83
貳
）

・
十
月
庚
臽
、　

日
六
夜
十
︱　
　
（
84
貳
）

・
十
一
月
辛
臽
、
日
五
夜
十
一
︱
（
85
貳
）

・
十
二
月
己
臽
、
日
六
夜
十
︱　

 

（
86
貳
）

こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
壬
臽
」「
癸
臽
」
等
は
、
睡
虎
地
『
日
書
』
乙

種
で
は
「
正
月
壬
臽
、
二
月
癸
臽
、
…
（
88
貳
～
94
貳
、
95
参
～

99
参
）」
と
記
さ
れ
、
同
じ
内
容
の
も
の
が
甲
種
（
136
正
肆
伍
陸
～

139
正
肆
伍
陸
）
で
は
四
月
を
頭
に
し
て
記
さ
れ
て
い
る
（
注
21
）
。
睡

虎
地
『
日
書
』
で
日
夜
比
と
独
立
し
て
こ
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
放
馬
灘
『
日
書
』
の
「
臽
日
」
に
関
す
る
占
法

も
、
日
夜
比
と
不
可
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
が
単
に
ま

と
め
て
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
（
日
の
天
干
を

知
る
上
で
日
夜
比
が
必
要
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
）。
か
り
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に
「
凡
日
七
夜
九
、
不
可
娶
、
…
」
と
い
っ
た
表
現
が
『
日
書
』

に
あ
ら
わ
れ
て
い
れ
ば
、
択
日
術
と
し
て
の
日
夜
比
の
機
能
の
存

在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
手
に

す
る
資
料
に
よ
る
限
り
、
日
夜
比
が
あ
る
択
日
術
と
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
明
確
な
例
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
択
日
術
の
総
合
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
『
日

書
』
の
性
格
よ
り
す
れ
ば
、
日
夜
比
も
こ
れ
が
『
日
書
』
に
記
さ

れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
占
法
と
結
び
付
い
て
い
た
可

能
性
を
完
全
に
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

『
日
書
』
に
記
さ
れ
た
日
夜
比
で
す
ら
明
確
に
は
択
日
術
と
結
び

付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
中
文
大
簡
』
の
暦
譜
に
記
さ

れ
た
日
夜
比
の
主
要
な
機
能
を
択
日
術
に
求
め
る
こ
と
は
、
お
そ

ら
く
、
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
副
次
的
に
択
日
術
に
結
び

付
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
主
要
な
機
能
は
日
夜
の
物
理
的
な

時
間
比
を
知
る
点
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

秦
漢
期
の
時
制
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
よ
う

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
官
制
と
し
て
は
一
日
を
十
六
等
分
す
る

十
六
時
制
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
、
近
年
の
出

土
資
料
は
示
し
て
い
る
（
注
22
）
。『
中
文
大
簡
』
の
暦
譜
や
『
日
書
』

に
記
さ
れ
た
日
夜
比
は
い
ず
れ
も
十
六
時
制
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
る
。
当
時
の
計
時
器
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
日
時
計
と
水

時
計
の
二
種
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
注
23
）
、
後
者
が

個
人
の
レ
ベ
ル
で
用
い
得
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
個
人
の
レ
ベ

ル
で
は
、
簡
便
な
日
時
計
を
用
い
る
か
、
あ
る
い
は
何
ら
の
計
時

器
も
用
い
ず
に
日
出
と
日
没
お
よ
び
太
陽
の
だ
い
た
い
の
位
置
に

よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
時
間
を
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同

じ
日
出
で
も
、
対
応
す
る
十
六
時
制
の
時
間
は
、
そ
の
時
の
日
夜

比
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
十
六
時
制
に
あ
わ

せ
て
職
務
の
遂
行
を
求
め
ら
れ
る
官
吏
と
し
て
は
日
夜
比
は
必
須

の
情
報
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
が
暦
譜
の
上
に

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
す
る
と
、
今
度
は
日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
の
刑
徳
七
舎
説
も

ま
た
、
そ
の
主
た
る
機
能
が
日
夜
の
物
理
的
な
時
間
比
を
知
る
点

に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
頭
を
も
た
げ

て
く
る
。
太
陽
太
陰
暦
に
お
い
て
は
、
日
夜
比
と
正
確
に
対
応
す

る
の
は
、
月
で
は
な
く
節
気
の
方
で
あ
る
。
日
夜
比
の
情
報
を
よ

り
正
確
に
記
そ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
各
月
に
対
応
さ
せ
る
の
で
は

な
く
、
節
気
（
中
気
）
の
方
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
二
至

（
冬
至
・
夏
至
）、
二
分
（
春
分
・
秋
分
）
に
加
え
て
十
六
時
制
に

対
応
す
る
形
で
節
気
に
相
当
す
る
情
報
を
書
き
入
れ
る
な
ら
ば
、

お
の
ず
と
刑
徳
七
舎
説
の
よ
う
な
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
、
日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
の
刑
徳
七
舎
説
で
あ
る
可
能
性
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

　

刑
徳
七
舎
説
は
日
夜
比
と
も
対
応
し
て
い
る
が
、
よ
り
直
接
的

（ 79 ）



に
は
太
陽
の
見
か
け
の
軌
道
や
南
中
高
度
と
対
応
し
て
い
る
。
夏

の
炎
天
に
頭
上
か
ら
照
ら
す
太
陽
と
、
冬
の
日
中
で
も
大
き
く
傾

い
た
太
陽
と
で
は
運
行
し
て
い
る
軌
道
が
異
な
る
と
し
て
、
そ
れ

を
七
舎
に
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
太
陽
（
徳
）
が
ど
の
舎
に
あ

る
の
か
を
正
確
に
定
め
る
の
に
は
相
応
の
天
体
観
測
が
必
要
に
な

る
が
、
お
お
よ
そ
の
舎
で
あ
れ
ば
南
中
時
の
太
陽
の
高
さ
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
誰
も
が
直
接
に
見
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
日
夜
比
を
直
接
に
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
誰
も
が
体

内
時
計
を
持
つ
か
ら
、
夏
に
日
が
長
く
、
冬
に
夜
が
長
い
こ
と
は

容
易
に
知
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
日
夜
比
の
変
化
ま
で
は
分
か
ら

な
い
。
正
確
な
時
計
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
、
よ
り
直
接
的
な

の
は
太
陽
（
徳
）
の
舎
で
あ
っ
て
、
日
夜
の
時
間
比
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
り
直
接
的
な
も
の
を
暦
に
記
し
て
、
間
接
的
に

日
夜
比
を
も
示
し
て
い
る
の
が
、
日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
で
あ
る

よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
上
に
示
し
た
孔
家
坡
『
日
書
』
の
刑
徳
七
舎
説
の

例
も
あ
る
し
、
単
に
日
夜
比
を
知
る
だ
け
で
あ
れ
ば
夏
至
、
冬
至

に
お
い
て
七
舎
と
は
異
な
る
「
郭
門
」「
戸
」
を
置
く
必
要
は
な

い
か
ら
、
日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
の
刑
徳
七
舎
説
の
機
能
を
日
夜

比
を
知
る
点
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
逆

に
、
そ
の
機
能
を
択
日
術
に
の
み
限
定
し
て
し
ま
う
の
も
、
お
そ

ら
く
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
暦

譜
へ
の
命
名
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

　

現
在
出
土
し
て
い
る
暦
譜
で
自
銘
さ
れ
て
い
る
の
は
岳
麓
書
院

秦
簡
等
（
注
24
）
の
『
質
日
』
と
銀
雀
山
漢
簡
の
『
視
日
』
だ
け
で
あ

る
。
李
零
「
視
日
、
日
書
和
葉
書
︱
︱
三
種
簡
帛
文
献
的
区
別
和

定
名
」（『
文
物
』
二
〇
〇
八
年
第
十
二
期
）
な
ど
は
、「
質
」（
端

母
質
部
）、「
視
」（
禅
母
脂
部
）
は
音
通
可
能
で
あ
る
と
し
て
、

両
者
に
区
別
を
付
け
て
い
な
い
が
、
日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
の
整

理
者
は
、「
質
日
」
が
官
吏
の
公
務
等
の
記
録
を
主
と
し
た
日
誌

で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
視
日
」
は
占
い
に
関
す
る
暦
注
を
主
と

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
日
照
海
曲
簡
の
暦
譜
に
『
視
日
』
の

名
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
工
藤
元
男
「
具
注
暦
の
淵
源
︱
︱

「
日
書
」・「
視
日
」・「
質
日
」
の
間
︱
︱
」（『
東
洋
史
研
究
』
第

七
十
二
巻
第
二
号
、
二
〇
一
三
年
）
も
両
者
を
区
別
し
て
、
前
者

に
は
節
気
や
節
日
（「
三
伏
」
や
「
臘
」
な
ど
）
は
記
さ
れ
て
い

て
も
、
後
者
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
暦
注
（「
反
支
」
な
ど
）
は

ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
照
海

曲
簡
『
視
日
』
の
刑
徳
七
舎
説
が
完
全
に
択
日
術
の
み
に
か
か
わ

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
暦
注
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ

と
に
問
題
は
な
い
が
、
そ
の
主
た
る
機
能
が
日
夜
比
を
知
る
部
分

に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
性
格
は
む
し
ろ
節
気
に
近

い
も
の
と
な
る
。

　
『
中
文
大
簡
』
の
暦
譜
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
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于
洪
濤
氏
が
こ
れ
を
岳
麓
書
院
秦
簡
『
質
日
』
と
同
様
の
「
質

日
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
簡
一
一
九
の
「
壬
戌
」
の
下
に

「
休
」
字
が
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
岳
麓
書
院
秦
簡
『
質
日
』

の
「
帰
休
」（
簡
〇
五
六
四
等
）
と
同
様
、
官
吏
の
休
息
の
記
録

で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
こ
れ
を
「
質
日
」
の
一
種
と
見
る
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
見
え
る
日
月
比
も
、
択
日
術
に
か
か
わ
る
暦
注
と
し
て
で

は
な
く
、
官
制
の
十
六
時
制
に
対
応
す
る
た
め
に
記
さ
れ
た
も
の

と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
暦
譜
の
残
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
暦
注
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
暫
定
的
に
『
文

帝
十
二
年
質
日
』
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
に
つ
い
て
は
、
工
藤
氏
等
が
示
す
「
質

日
」
と
「
視
日
」
の
区
別
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
「
質

日
」
と
見
る
か
、「
視
日
」
と
見
る
か
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
刑

徳
七
舎
説
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
左
右
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
が
節
気
に
準
ず
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば

「
質
日
」
に
近
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
れ

が
択
日
術
に
特
化
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
「
視
日
」

と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
、
そ
れ
が
両
方
の
機
能
を

兼
ね
備
え
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
「
質
日
」
と
「
視

日
」
の
区
分
そ
の
も
の
を
再
考
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
て

い
る
資
料
だ
け
で
は
、
こ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
（
注
25
）
。

類
似
の
暦
譜
の
出
土
例
が
増
え
て
い
け
ば
、
刑
徳
七
舎
説
の
機
能

や
、
そ
れ
を
載
せ
る
暦
譜
の
性
格
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ

て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
今
後
の
新
た
な
発
見
に
期
待
し
た
い
。

注

（
1
）
劉
楽
賢
『
簡
帛
数
術
文
献
探
論
』（
湖
北
教
育
出
版
社
、二
〇
〇
三
年
、

三
六
頁
）。

（
2
）
于
洪
濤
「
秦
簡
牘
〝
質
日
〟
考
釈
三
則
」（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与

古
文
字
研
究
中
心
網
、2013/06/01

）。

（
3
）
簡
一
〇
一
で
は
六
番
目
の
干
支
「
丁
酉
」
の
下
に
不
明
の
四
文
字
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
干
支
の
「
丁
酉
」
の
直
下
に
続
け
て
書
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
こ
れ
が
干
支
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
干
支
表
篇
」
に

お
い
て
は
干
支
と
干
支
と
の
間
に
は
四
か
ら
五
文
字
分
の
空
白
が
あ
る
。

（
4
）『
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
（
壹
）』（
上
海
辞
書
出
版
社
、二
〇
一
〇
年
）、『
関

沮
秦
漢
墓
簡
牘
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
5
）
簡
端
の
保
存
状
況
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
位
置
を
確
定
で
き
る
も
の
も

あ
る
が
、
報
告
書
の
写
真
だ
け
で
は
こ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
6
）
岳
麓
書
院
秦
簡
『
質
日
』
で
は
、『
卅
四
年
質
日
』
と
『
卅
五
年
私
質

日
』
に
各
月
の
大
小
が
記
さ
れ
て
お
り
、
前
者
で
は
「
■
■
十
月
戊
戌
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小　

■
十
二
月
丁
酉
大　

…
」
の
よ
う
に
朔
日
の
干
支
が
月
の
大
小
の

手
前
に
記
さ
れ
、
後
者
で
は
偶
数
月
は
「
■
■
十
月
小　

…　

■
二
月

大　

…
」
の
よ
う
に
朔
日
の
干
支
は
加
え
ら
れ
ず
、
奇
数
月
は
「
…　

■
正
月
庚
寅
大　

■
三
月
小　

…
」
の
よ
う
に
大
の
月
の
み
朔
日
の
干

支
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
7
）
こ
の
簡
お
よ
び
簡
七
七
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
森
和
「「
日
書
」
と
中

国
古
代
史
研
究

︱
時
称
と
時
制
の
問
題
を
例
に

︱
」（
早
稲
田
大
学

東
洋
史
懇
話
会
『
史
滴
』
三
〇
、
二
〇
〇
八
年
の
注
二
一
）
が
「
編
冊

式
年
暦
譜
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
）
拙
稿
「
秦
暦
復
元
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
第

一
八
号
、
待
刊
）。

（
9
）
湖
南
省
博
物
館
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
「
長
沙
馬
王
堆
二
、
三

号
漢
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
七
期
）
参
照
。

（
10
）『
中
文
大
簡
』
四
六
頁
注
で
は
「
其
中
有
両
枝
完
全
相
同
、
意
味
著
這

批
簡
可
能
所
記
是
不
止
一
個
甲
子
的
暦
譜
」
と
あ
る
が
、
そ
の
釈
文
に

よ
る
限
り
（
写
真
は
不
鮮
明
で
判
読
し
難
い
部
分
が
多
い
）、
全
く
同
じ

干
支
が
書
か
れ
た
二
枚
の
簡
は
見
あ
た
ら
な
い
。

（
11
）
秦
漢
期
の
暦
譜
に
つ
い
て
は
、
吉
村
昌
之
「
出
土
簡
牘
資
料
に
み
ら

れ
る
暦
譜
の
集
成
」（
富
谷
至
編
『
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
朋
友
書
店
、

二
〇
〇
三
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）
劉
紹
剛
・
鄭
同
修
「
日
照
海
曲
簡
『
漢
武
帝
後
元
二
年
視
日
』
研
究
」

（
中
国
文
化
遺
産
研
究
院
編
『
出
土
文
献
研
究
』
第
九
輯
、二
〇
一
〇
年
）。

（
13
）
劉
氏
等
の
復
元
表
は
雨
水
か
ら
穀
雨
ま
で
の
節
気
と
中
気
の
一
部
を

誤
っ
て
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
訂
正
し
た
形
で
引
く
。

（
14
）『
淮
南
子
』
天
文
篇
で
は
「
十
二
月
徳
居
室
三
十
日
」
と
あ
る
が
、
王

念
孫
等
に
し
た
が
い
「
十
二
月
」
を
「
十
一
月
」
で
あ
る
と
し
て
刑
徳

の
七
舎
を
考
え
た
。

（
15
）
日
夜
比
と
刑
徳
七
舎
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
曾
憲
通
「
秦
簡
日
書

歳
篇
講
疏
」（
饒
宗
頤
・
曾
憲
通
『
雲
夢
秦
簡
日
書
研
究
』
中
文
大
学
出

版
社
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。

（
16
）『
随
州
孔
家
坡
漢
墓
簡
牘
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
七
～

八
頁
）。
傍
線
部
は
整
理
者
の
補
っ
た
文
字
。
な
お
、
以
下
、
出
土
資
料

か
ら
の
引
用
に
お
い
て
は
仮
借
字
を
通
行
字
に
改
め
る
。

（
17
）『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。
以
下
、
睡
虎

地
秦
簡
に
つ
い
て
は
こ
の
書
に
よ
る
。

（
18
）『
天
水
放
馬
灘
秦
簡
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
）。
以
下
、
放
馬
灘

秦
簡
に
つ
い
て
は
こ
の
書
に
よ
る
。

（
19
）
孫
占
宇
「
放
馬
灘
秦
簡
編
連
十
二
例
」（『
簡
帛
』
第
八
輯
、
上
海
古

籍
出
版
社
、二
〇
一
三
年
）
は
、こ
の
簡
の
赤
外
線
写
真
に
は
「
四
」「
日

十
夜
六
」
等
の
文
字
が
見
え
る
と
す
る
。
な
お
、
孫
氏
は
ま
た
乙
篇
の

簡
三
七
二
を
「
八
月
」
に
相
当
す
る
部
分
に
置
く
。

（
20
）
馮
先
思
「
読
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書
』
筆
記
二
則
」（
復
旦
大
学
出
土
文

献
与
古
文
字
研
究
中
心
網
、2010/01/16

）
に
従
う
（
釈
文
の
「
月
」

は
「
臽
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）。「
七
月
」
の
部
分
の
簡
三
六
二
も
同
じ
。
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（
21
）
五
月
の
部
分
だ
け
、
睡
虎
地
『
日
書
』
で
「
五
月
乙
臽
」
と
な
っ
て

い
る
の
と
合
わ
な
い
が
、
呂
亜
虎
「『
天
水
放
馬
灘
秦
簡
』
識
小
」（『
簡

帛
』
第
五
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
は
放
馬
灘
『
日
書
』

が
「
乙
」
を
「
已
」
に
誤
っ
た
も
の
と
す
る
。

（
22
）
李
天
虹
「
秦
漢
時
分
紀
時
制
綜
論
」（『
考
古
学
報
』
二
〇
一
二
年
第

三
期
）
参
照
。

（
23
）
こ
の
時
期
の
計
時
器
及
び
そ
れ
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
馬
怡

「
漢
代
的
計
時
器
及
相
関
問
題
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
六
年
第
三
期
）

参
照
。

（
24
）荊
州
地
区
博
物
館「
江
陵
張
家
山
兩
座
漢
墓
出
土
大
批
竹
簡
」（『
文
物
』

一
九
九
二
年
第
九
期
）
に
よ
れ
ば
張
家
山
一
三
六
号
漢
墓
か
ら
も
「
七

年
質
日
」
と
自
銘
さ
れ
た
暦
譜
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
写
真
版
等

は
い
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

（
25
）
日
照
海
曲
簡
『
視
日
』
に
は
、
整
理
者
が
「
忌
」
と
釈
し
た
文
字
が
、

二
月
二
日
「
乙
卯
」（
簡
二
七
）、
四
月
十
一
日
「
癸
亥
」（
簡
二
九
）、

六
月
二
日
「
癸
丑
」（
簡
二
七
）、
六
月
八
日
「
己
未
」（
簡
三
）、
八
月

十
一
日
「
辛
酉
」（
簡
二
九
）、
九
月
七
日
「
丙
戌
」（
簡
九
）、
十
月
二

日
「
辛
亥
」（
簡
二
七
）、
十
二
月
十
一
日
「
己
未
」（
簡
二
九
）
の
下
に

計
八
か
所
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
字
は
写
真
版
（
図
版
柒
）
に
お
い
て

も
確
認
で
き
る
が
、
整
理
者
が
「
未
識
。
暫
写
為
〝
忌
〟」
と
注
す
る
よ

う
に
、
本
当
に
「
忌
」
字
で
あ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
が
暦

注
で
あ
る
の
か
、
別
の
記
録
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
今
後
検
討
す

べ
き
課
題
で
あ
る
。

（ 83 ）


